
富山県土木部建築住宅課

①緩和届等の提出 ③建築確認申請（計画通知）

別紙1（1部） [別紙2（3部）]

別紙2（3部） ④通知

[別紙2（1部）]

②緩和届の返却 ⑤確認済証交付 ※受付印を押印後

別紙2（3部） [別紙2（1部）]

※受付印を押印後 ※受付印を押印後

①緩和届等の提出 ③浄化槽設置届

別紙1（1部）

別紙2（3部） [別紙2（3部）] ④届出

[別紙2（1部）]

②緩和届の返却 ⑤返却 ※受付印を押印後

別紙2（3部） [別紙2（1部）]

※受付印を押印後 ※受付印を押印後

（※2）富山市は活力都市創造部建築指導課、高岡市は都市創造部建築政策課、その他の地区については、富山県の各土木センター建築課に届出。

「一戸建て住宅の屎尿浄化槽処理対象人員の算定方法」第2に規定する手続きフロー図

①確認申請を伴なう浄化槽の設置

②確認申請を伴なわない浄化槽の設置
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（※1）富山市は富山市保健所、高岡市は生活環境部 地域安全課又は建築指導課、その他の地区については、富山県の厚生センターに提出。
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[別紙2（1部）]
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